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告

示

青
森
県
告
示
第
百
五
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
町

田
ア
ン
ド
町

田
商
会

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
二
八
の
一

福
祉
用
具

貸
与

サ
カ
エ
福
祉

サ
ー
ビ
ス
弘

前

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
二
八
の
一

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
町

田
ア
ン
ド
町

田
商
会

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
二
八
の
一

特
定
福
祉

用
具
販
売

サ
カ
エ
福
祉

サ
ー
ビ
ス
弘

前

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
二
八
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

平
成
の
家

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
町

田
ア
ン
ド
町

田
商
会

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
二
八
の
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

サ
カ
エ
福
祉

サ
ー
ビ
ス
弘

前

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
二
八
の
一

平
成

��

･
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青
森
県
告
示
第
百
五
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
十
四
号

平
成
二
十
五
年
度
前
期
技
能
検
定
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法

施
行
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
職
種

１

一
級
及
び
二
級

造
園
、
機
械
加
工

(

普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
数
値
制

御
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
平
面
研
削
盤
作
業
、
円
筒
研
削
盤
作
業
、
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業)

、

放
電
加
工

(

数
値
制
御
形
彫
り
放
電
加
工
作
業
、
ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
作
業)

、
鉄
工

(

製
缶
作

業
、
構
造
物
鉄
工
作
業)

、
建
築
板
金

(

内
外
装
板
金
作
業
、
ダ
ク
ト
板
金
作
業)

、
仕
上
げ

(

治
工
具
仕
上
げ
作
業
、
金
型
仕
上
げ
作
業
、
機
械
組
立
仕
上
げ
作
業)

、
電
子
機
器
組
立
て
、

電
気
機
器
組
立
て

(

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業)

、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造

(

婦
人
子
供
注
文
服
製
作
作
業)

、
家
具
製
作

(

家
具
手
加
工
作
業)

、
建
具
製
作

(

木
製
建

具
手
加
工
作
業)

、
印
刷
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

(

射
出
成
形
作
業)

、
と
び
、
左
官
、
畳
製

作
、
防
水
施
工

(

シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
作
業)

、
内
装
仕
上
げ
施
工

(

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床

仕
上
げ
工
事
作
業
、
木
質
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
鋼
製
下
地
工
事
作
業
、
ボ
ー
ド
仕
上
げ
工

事
作
業)

、
熱
絶
縁
施
工

(

保
温
保
冷
工
事
作
業)

、
サ
ッ
シ
施
工
、
表
装

(

表
具
作
業
、
壁

装
作
業)

、
塗
装

(

建
築
塗
装
作
業
、
金
属
塗
装
作
業)

、
広
告
美
術
仕
上
げ

(

広
告
面
ペ
イ

ン
ト
仕
上
げ
作
業
、
広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
作
業)

、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

次
の
職
種
は
学
科
試
験
の
み
実
施
す
る
。

産
業
車
両
整
備
、
タ
イ
ル
張
り

２

三
級

造
園
、
金
属
熱
処
理

(

一
般
熱
処
理
作
業)

、
機
械
加
工

(

普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋

盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
平
面
研
削
盤
作
業
、
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業)

、
仕
上
げ
、

機
械
保
全

(

機
械
系
保
全
作
業)

、
電
子
機
器
組
立
て
、
塗
装

(

金
属
塗
装
作
業)

、
広
告
美

術
仕
上
げ
、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

３

単
一
等
級

塗
料
調
色

二

実
施
期
日

１

実
技
試
験
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
五
日

(

水)

か
ら
同
年
九
月
十
日

(

火)

ま
で
の
間
に

お
い
て
、
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

２

学
科
試
験

�

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
一
日

(

日)

に
実
施
す
る
職
種

三
級

造
園
、
機
械
加
工
、
仕
上
げ
、
機
械
保
全
、
電
子
機
器
組
立
て
、
塗
装
、
広
告
美
術
仕
上

げ
、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

�

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
五
日

(

日)

に
実
施
す
る
職
種

�

一
級
及
び
二
級

造
園
、
産
業
車
両
整
備
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
と
び
、
防
水
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、

塗
装
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株
式
会
社
町

田
ア
ン
ド
町

田
商
会

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
二
八
の
一

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

サ
カ
エ
福
祉

サ
ー
ビ
ス
弘

前

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
二
八
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

平
成
の
家

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

〃

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

増
田
病
院

有
限
会
社
津
軽
メ
デ
ィ

カ
ル
商
事
松
田
薬
局

五
所
川
原
市
字
新
町
四
一

弘
前
市
大
字
南
瓦
ヶ
町
二
の
六

平
成
��･

�･

�

〃
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三
級

金
属
熱
処
理

�

平
成
二
十
五
年
九
月
一
日

(

日)

に
実
施
す
る
職
種

一
級
及
び
二
級

機
械
加
工
、
鉄
工
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
家
具
製

作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、
左
官
、
畳
製
作
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
広
告
美
術
仕
上
げ

�

平
成
二
十
五
年
九
月
八
日

(

日)

に
実
施
す
る
職
種

�

一
級
及
び
二
級

放
電
加
工
、
建
築
板
金
、
仕
上
げ
、
電
気
機
器
組
立
て
、
タ
イ
ル
張
り
、
熱
絶
縁
施

工
、
表
装
、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

�

単
一
等
級

塗
料
調
色

三

実
施
場
所

１

実
技
試
験
は
、
別
途
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

２

学
科
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
受
検
人
員
に
よ
り
会
場
数
が

増
減
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

青
森
市

弘
前
市

八
戸
市

四

受
検
申
請
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
四
月
八
日

(

月)

か
ら
同
月
十
九
日

(

金)

ま
で

五

そ
の
他
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項

１

受
検
申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
配
布
す
る
。

２

受
検
申
請
書
の
提
出
先

青
森
市
大
字
野
尻
字
今
田
四
三
の
一

青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会

３

技
能
検
定
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
、
青
森
県
商
工
労
働
部
労
政
・
能
力
開
発
課

(

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
四
一
五)

又
は
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会(

電
話
〇
一
七
―
七
三
八
―

五
五
六
一)

へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
百
五
十
五
号

平
成
二
十
五
年
度
全
期
技
能
検
定
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法

施
行
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
職
種

１

随
時
三
級

さ
く
井

(

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
さ
く
井
工
事
作
業
、
ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工
事
作
業)

、

鋳
造

(

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業
、
銅
合
金
鋳
物
鋳
造
作
業
、
軽
合
金
鋳
物
鋳
造
作
業)

、
鍛
造

(

ハ
ン
マ
型
鍛
造
作
業
、
プ
レ
ス
型
鍛
造
作
業)

、
機
械
加
工

(

普
通
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス

盤
作
業)

、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金

(

ダ
ク
ト
板
金
作
業)

、
工
場
板
金

(

機

械
板
金
作
業)

、
め
っ
き

(

電
気
め
っ
き
作
業
、
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
作
業)

、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ

(

治
工
具
仕
上
げ
作
業
、
金
型
仕
上
げ
作
業
、
機
械
組
立
仕
上
げ
作

業)

、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト

(

ホ
ッ
ト
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業
、
コ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン

バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業)

、
機
械
保
全

(

機
械
系
保
全
作
業)

、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器

組
立
て

(

回
転
電
機
組
立
て
作
業
、
変
圧
器
組
立
て
作
業
、
配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業
、

開
閉
制
御
器
具
組
立
て
作
業
、
回
転
電
機
巻
線
製
作
作
業)

、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造

(

プ
リ

ン
ト
配
線
板
設
計
作
業
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業)

、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色

(

糸
浸
染
作
業
、
織
物
・
ニ
ッ
ト
浸
染
作
業)

、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造

(

丸
編
み
ニ
ッ
ト
製
造
作

業
、
靴
下
製
造
作
業)

、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
寝
具
製
作
、
帆
布
製
品
製
造
、

布
は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
紙
器
・
段
ボ
ー
ル
箱
製
造

(

印
刷
箱
打
抜
き
作
業
、

印
刷
箱
製
箱
作
業
、
貼
箱
製
造
作
業
、
段
ボ
ー
ル
箱
製
造
作
業)

、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
成
形

(

圧
縮
成
形
作
業
、
射
出
成
形
作
業
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
成
型
作
業
、
ブ
ロ
ー
成
形

作
業)

、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工

(

石
材
加
工
作
業
、
石
張
り
作
業)

、
パ
ン

製
造
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら

ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管

(

建
築
配
管
作
業
、
プ
ラ
ン
ト
配
管
作
業)

、
型

枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工

(

プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
鋼
製
下
地
工
事
作
業
、

ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
作
業
、
カ
ー
テ
ン
工
事
作
業)

、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル

ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装

(

建
築
塗
装
作
業
、
金
属
塗
装
作
業
、
鋼
橋
塗
装
作
業
、
噴
霧

塗
装
作
業)

、
工
業
包
装

２

基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
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さ
く
井

(

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
さ
く
井
工
事
作
業
、
ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工
事
作
業)

、

鋳
造

(

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業
、
銅
合
金
鋳
物
鋳
造
作
業
、
軽
合
金
鋳
物
鋳
造
作
業)

、
鍛
造

(
ハ
ン
マ
型
鍛
造
作
業
、
プ
レ
ス
型
鍛
造
作
業)

、
機
械
加
工

(

普
通
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス

盤
作
業)

、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金

(

ダ
ク
ト
板
金
作
業)

、
工
場
板
金

(

機

械
板
金
作
業)

、
め
っ
き

(

電
気
め
っ
き
作
業
、
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
作
業)

、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ

(

治
工
具
仕
上
げ
作
業
、
金
型
仕
上
げ
作
業
、
機
械
組
立
仕
上
げ
作

業)

、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト

(

ホ
ッ
ト
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業
、
コ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン

バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業)
、
機
械
保
全

(

機
械
系
保
全
作
業)

、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器

組
立
て

(

回
転
電
機
組
立
て
作
業
、
変
圧
器
組
立
て
作
業
、
配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業
、

開
閉
制
御
器
具
組
立
て
作
業
、
回
転
電
機
巻
線
製
作
作
業)

、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造

(

プ
リ

ン
ト
配
線
板
設
計
作
業
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業)

、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色

(

糸
浸
染
作
業
、
織
物
・
ニ
ッ
ト
浸
染
作
業)

、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造

(

丸
編
み
ニ
ッ
ト
製
造
作

業
、
靴
下
製
造
作
業)

、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
寝
具
製
作
、
帆
布
製
品
製
造
、

布
は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
紙
器
・
段
ボ
ー
ル
箱
製
造

(

印
刷
箱
打
抜
き
作
業
、

印
刷
箱
製
箱
作
業
、
貼
箱
製
造
作
業
、
段
ボ
ー
ル
箱
製
造
作
業)

、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
成
形

(

圧
縮
成
形
作
業
、
射
出
成
形
作
業
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
成
型
作
業
、
ブ
ロ
ー
成
形

作
業)

、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工

(

石
材
加
工
作
業
、
石
張
り
作
業)

、
パ
ン

製
造
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら

ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管

(

建
築
配
管
作
業
、
プ
ラ
ン
ト
配
管
作
業)

、
型

枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工

(

プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
鋼
製
下
地
工
事
作
業
、

ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
作
業
、
カ
ー
テ
ン
工
事
作
業)

、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル

ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装

(

建
築
塗
装
作
業
、
金
属
塗
装
作
業
、
鋼
橋
塗
装
作
業
、
噴
霧

塗
装
作
業)

、
工
業
包
装

二

実
施
期
日

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

(

月)

か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日(

月)

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
別
途
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

三

実
施
場
所

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
は
、
別
途
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

四

受
検
申
請
書
の
提
出
期
限

随
時
受
け
付
け
を
す
る
。

五

そ
の
他
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項

１

受
検
申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。

２

受
検
申
請
書
の
提
出
先

青
森
市
大
字
野
尻
字
今
田
四
三
の
一

青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会

３

技
能
検
定
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
、
青
森
県
商
工
労
働
部
労
政
・
能
力
開
発
課

(

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
四
一
五)

又
は
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会(

電
話
〇
一
七
―
七
三
八
―

五
五
六
一)

へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
柔
道
ス
ポ
ー
ツ
育
成
会

三

代
表
者
の
氏
名

蹴
揚

将
行

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
沢
市
桜
町
二
丁
目
八
の
二
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
柔
道
を
は
じ
め
ス
ポ
ー
ツ
全
般
の
普
及
、
振

興
に
関
す
る
事
業
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
及
び
開
催
支
援
事
業
、
公
共
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の

設
備
・
運
営
等
、
地
域
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
支
援
事
業
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る
事
業

な
ど
を
行
い
、
行
政
や
地
域
社
会
と
協
働
し
、
青
少
年
の
健
全
育
成
と
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
社
会
の
構
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築
に
寄
与
し
、
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
通
じ
て
、
国
際
交
流
と
国
際
親
善
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
中
明
戸
二
に
所
在
す
る
八
戸
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
の
執
行
委
員
長
田
村

政
雄
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

二
〇
一
三
年
春
闘
組
合
要
求
の
前
進
お
よ
び
実
現

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
午
前
零
時
よ
り
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

八
戸
赤
十
字
病
院
の
全
職
場
、
ま
た
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
、
全
て
の
業
務
の
停
止
を

は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
ま
た
は
、
併
用
し
て
行
う
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

阿
保
塗
装
店

二

氏
名

阿
保

文
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
藤
代
一
丁
目
一
五
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
七
一
二
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
大
開
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

�
橋

宏
佳

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
堀
越
字
宮
本
四
七
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
六
三
一
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
か
さ
い
商
店

二

代
表
者
の
氏
名

前
田

和
紀

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
高
田
三
丁
目
六
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
六
四
八
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
進
貴

二

代
表
者
の
氏
名

棟
方

春
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
緑
ヶ
丘
一
丁
目
三
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
二
〇
〇
三
九
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
、
鉄
筋
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


